
 

 

東根市では、山形県内の企業等へ就職するため、東根市内へ移住する 

東京圏※の大学生・大学院生に対し、地方就職支援金を支給します。 

※【東京圏について】埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

就職活動に要した往復交通費［１回分］の 

１／２に相当する額を補助します。 

上限は１１，９００円です。 

〇就職活動先は、県内の企業に限られます。 

〇勤務地は山形県内である場合にのみ対象となり

ます。 

 

 

県内企業への就職に伴い、東根市へ引越す

るためにかかった最低限の実費を支給しま

す。最低限の実費であることが証明出来な

い場合は、上限８１，５００円を支給します。 

※【最低限の実費】についての詳細は市 HPをご

確認下さい。 

［ お申し込み・お問い合わせ ］  

東根市総務部総合政策課地域振興・交流係 
         TEL：0237-42-1111（内線 3120・3121） ・ FAX：0237-43-2413
         E-mail sougou@city.higashine.yamagata.jp 
 
 

就職活動にかかった交通費 移転費用（引越代） 

東根市地方就職学生支援

事業の詳細については、

市HPを合わせてご覧く

ださい。 

↓詳細はこちら↓ 

 

 

東根市移住ポータルサイト 

詳細はこちら↓ 

 

 

令和７年度新やまがた 

就職促進奨学金返還支援

事業【Uターン促進枠】 

詳細はこちら↓ 

 

 

東根市では「移住・定住」の支援のほか、「奨学金返還」の支援も行っています。

↓事業の詳細はこちら↓ 


